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請求する前にもう一度チェックしましょう！（介護療養型医療施設） 
 チェック１    チェック２    チェック３    チェック４    チェック５  
 入所者が外泊期間中に併設
医療機関に入院していた場

合でも、外泊時の費用を請

求していませんか。 

   専門的な医療を行う他の医
療機関を受診した日につい

て、所定の介護療養サービ

ス費を請求していません

か。 

   他科受診を行い、所定単位
数に代えて４４４単位を算

定した日について、施設サ

ービス費にかかる加算を請

求していませんか。 

   入所日から３０日の間に外
泊を行った場合に、外泊の

日数を含めて初期加算を請

求していませんか。 

   ユニットごとに常勤のユニ
ットリーダーを配置してい

ないのに、減算せずにユニ

ット型の報酬請求をしてい

ませんか。 

 

 入所者が外泊の期間中に併
設医療機関に入院した場

合、入院日以降については

外泊時の費用は算定できま

せん。なお、併設以外の医

療機関に入院した場合は、

入院日については外泊時の

費用を算定できます。 

   施設では提供できない他の
医療機関の専門的な診療

を受けた日は、１月に４回

を限度として所定単位数に

代えて１日につき４４４単位

を算定します。４日を超えて

他科受診を行った日は、所

定単位数を算定します。 

   他科受診時の費用を算定し
た日については、施設サー

ビス費にかかる加算・減算

項目は算定できません。な

お、特定診療費に限って

は、別に算定できます。 

   初期加算は外泊中の期間
については算定できませ

ん。なお、当該施設の短期

入所療養介護の利用者が

ひき続き当該施設に入所し

た場合は、３０日から短期

入所の利用日数を減じた日

数について加算します。 

   ①日中においてユニットご
とに常時１人以上の介護職

員又は看護職員を配置②

ユニットごとに常勤のユニ

ットリーダーを配置してい

ない場合は所定単位数の

１００分の９７に減算しま

す。 

 

                   
 チェック６    チェック７    チェック８    チェック９    チェック１０  
 施設退所後、病院や診療所
へ入院する入所者につい

て、退院時指導加算等を請

求していませんか。 

   訪問看護指示書の発行が
行われていない入所者に

ついて、老人訪問看護指示

加算を請求していません

か。 

   利用開始又は入院日から
起算して４月を超えた期間

において、一月に１１回以

上実施した理学療法等につ

いて、特定診療費を減算せ

ずに請求していませんか。 

   身体拘束等を行う場合の記
録を行っていない場合に、

入所者全員について所定

単位数から減算して報酬請

求していますか。 

   おむつ代について、報酬と
は別に、利用者から料金を

徴収していませんか。 

 

 退所時にかかる加算（退院
前後訪問指導加算・退院時

指導加算・退院時情報提供

加算・退院前連携加算）は、

入所者が施設退所後、病院

や診療所、他の介護保険施

設へ入所する場合には算定

できません。 

   入所者の退所時に、当該施
設の医師が診療にもとづき

指定訪問看護が必要と認

め、入所者の同意を得て指

定訪問看護ステーションに

訪問看護指示書を交付した

場合に、１人につき１回を限

度として老人訪問看護指示

加算を算定できます。 

   理学療法、作業療法、言語
聴覚療法は、療法ごとに利

用開始日又は入院日から

起算して４月を超えた期間

において、一月に合計１１

回以上行なった場合、１１回

目以降は、所定単位数の１

００分７０に減算されます。 

   基準で規定する身体拘束
等を行う場合の記録を行っ

ていない場合は、未記録の

事実が生じた月の翌月から

改善が認められた月まで

の間、入所者全員について

１日につき５単位を減算し

ます。 

   おむつ代は介護報酬の中
に包括されているため、別

途利用者から料金を徴収

できません。なお、おむつ

カバーやリハビリパンツ、

失禁パンツもおむつ代とし

て、介護報酬の中に包括さ

れています。 

 



○加算                                                           ○介護保険と医療保険との関係 
                                                               
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
○特定診療費（病院・診療所・老人性認知症疾患療養病棟） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①初期加算(入院日から３０日以内） ⑤栄養管理体制加算 

・管理栄養士配置加算 

・栄養士配置加算 

⑥経口移行加算 

②退院時指導等加算 

・退院前後訪問指導加算 

 （入院中１回、退院後１回が限度） 

・退院時指導加算(１人１回が限度） 

・退院時情報提供加算(１人１回が限度） 

・退院前連携加算(１人１回が限度） 

⑦経口維持加算 

・経口維持加算(Ⅰ) 

・経口維持加算(Ⅱ) 

③老人訪問看護指示加算(１人１回が限度） ⑧療養食加算 

④栄養マネジメント加算 ⑨在宅復帰支援機能加算 

＜介護保険で算定＞ ＜医療保険で算定＞ 

１．施設サービス費に含まれる 

サービス 

入院基本料 

①寝具の準備・清潔管理・人件費 

 施設管理経費 等 

②検査・一部の画像診断・投薬・注

射（エリスロポエチン以外） 

③一部の処置 

創傷処置、喀痰吸引、摘便、酸

素吸入、酸素テント、皮膚科軟

膏処置、膀胱洗浄、留置カテー

テル処置、導尿、膣洗浄、眼処

置、耳処置、耳管処置、鼻処置、

口腔・咽頭処置、関節喉頭鏡下

喉頭処置、ネブライザー、超音

波ネブライザー、介達牽引、消

炎鎮痛等処置、鼻腔栄養、老人

処置 

１．急性増悪等により密度の高い 

  医療が必要となった時 

 

①原則：医療保険適用病床に転床

し、医療保険で算定 

②例外：病床の空き状況等により転

床させず、緊急に介護保険

適用病床で医療行為を行

った場合、施設サービスに

相当する部分（入院基本料

及び特定診療費）は介護保

険で算定し、それ以外の緊

急に行われた医療行為に

ついては医療保険を適用 

２．実施の都度介護報酬を算定する

サービス 

特定診療費（16項目） 

※厚生省告示第30号（左表参照） 

３．その他加算 

２．歯科療養を行った場合 

 歯科療養については、介護保険適

用病床の入院患者が受けた場合も

医療保険で算定 

 

※１の②、２の場合（介護保険適用

病床にいるケース）、入院基本料は

介護保険で算定しているため、医療

保険対象のサービスは外来診療と

して扱われ、医療機関は通常の外来

一部負担金を患者から徴収し、「入

院外」のレセプトにより請求する 

特定診療費 

項目名 
備 考 病 診 認 

特定診療費 

項目名 
備 考 病 診 認 

感染対策指導管理  ○ ○ ○ 

褥瘡対策指導管理  ○ ○ ○ 
理学療法ADL加算 

(Ⅰ)（Ⅱ）

のみ 
○ ○ × 

リハビリ計画加算 

(Ⅰ)（Ⅱ）

のみ 

月1回限度 

○ ○ × 

日常動作訓練指導加算 1月1回限度 ○ ○ × 
初期入院診療管理 

入院中1回 

診療方針の

重要な変更

あれば2回 
○ ○ ○ 

作業療法 1日3回限度 ○ ○ × 

重度療養管理  ○ ○ ○ 作業療法ADL加算  ○ ○ × 

リハビリ計画加算 1月1回限度 ○ ○ × 
特定施設管理 

個室・2人部

屋は加算有 
○ ○ × 

日常動作訓練指導加算 1月1回限度 ○ ○ × 

重症皮膚潰瘍管理指導  ○ ○ × 言語聴覚療法 1日3回限度 ○ ○ × 

薬剤管理指導 
週 1回･月 4

回限度 
○ ○ × 摂食機能療法 1月4回限度 ○ ○ × 

医学情報提供(Ⅰ) 病院－病院 

診療－診療 

○ ○ × リハビリテーショ

ンマネジメント 

 
○ ○ × 

医学情報提供（Ⅱ） 
病院－診療 

診療－病院 
○ ○ × 

短期集中リハビリ

テーション 

入院日から

３月以内 
○ ○ × 

理学療法（Ⅰ） ○ ○ × 精神科作業療法  ○ ○ ○ 

理学療法（Ⅱ） ○ ○ × 

理学療法（Ⅲ） 

1日3回限度 

 
○ ○ × 

認知症老人入院

精神療法 

 
○ ○ ○ 

 


